
経験年数別災害発生状況

平成２８年の休業４日以上の死傷者数のうち、経験年数が１年未満で被災した労働者数の割

合は全産業で ％を占めています。また、業種別では飲食店が ％と最も高く、次いで陸上

貨物運送事業 ％、食料品製造業 ％、小売業 ％の順となっており、第三次産業での経験

年数１年未満の労働者が被災する確率が高い状況となっております。（図 ）

 

交通労働災害発生状況 
交通労働災害による死亡者数の推移は、全労働災害による死亡者数に占める交通労働災害の

死亡者数の割合は、平成２２年から減少傾向を示していましたが、平成２６年に大幅な増加と

なり、平成２ 年には減少に転じましたが、平成 年には再び増加となりました。（図 ）

過去５年間の交通労働災害による死亡者を業種別に見ると、運輸業が ％と最も多く、次い

で、建設業 ％、製造業 ％、商業 ％の順となっています。（図 ）
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図７ 業種別経験年数１年未満の被災労働者の割合 １年未満 １年以上 

平成２８年 神奈川労働局労働者死傷病報告 

運輸業 人

建設業 人

製造業

人

商業 人

他の業種

人
平成24年～

28年
全24件

労働災害

交通労働災害

割合

人

死亡者数

神奈川労働局死亡災害報告 

図 8-1 交通労働災害 死亡者数の推移 図 8-2 業種別死亡者数 

業務上疾病発生状況

平成 年の休業 日以上の業務上疾病件数は 件で、平成 年以降、漸減傾向を示し

ています。業務上疾病の内訳では、負傷に起因する疾病が 件と最も多く、さらにその多

くは災害性腰痛 件 が占めています。 図 ･ 、表

平成 年の業務上疾病による死亡者数は 人で、この内 人はいずれも長時間･過重労働

による脳･心臓疾患発症によるもの、あと 人は精神障害によるものでした。平成 ～ 年

までの 年間でみると、業務上疾病による死亡者数： 人の内、脳・心臓疾患が 人で最

も多く、次に熱中症の 人、精神障害 自殺 が 人、酸欠･一酸化炭素中毒等が 人、化学物

質･有害物質へのばく露が 人となっています。 図 ･

 

 

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

負傷に起因する疾病 
内 腰痛

業務上疾病･総数 
内 業務上疾病･死亡者数

図 １ 業務上疾病発生状況 年次別推移

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

有害光線による疾病

電離放射線による疾病

異常気圧下における疾病

異常温度条件による疾病

騒音による耳の疾病

上記以外の原因による疾病

重激業務による運動器疾患と内臓脱

負傷によらない業務上の腰痛

振動障害

手指前腕の障害及び頸肩腕症候群

上記以外の原因による疾病

酸素欠乏症

化学物質による疾病（がんを除く）

― ― ― ―

― ― ― ―

その他の業務に起因することの明らかな疾病

負傷に起因する疾病　総数

[うち災害性腰痛]

化
学

物
質
等

注3　　脳血管・心臓疾患等、精神障害等については平成26年から集計している。

合　　　計

注1　　労働者死傷病報告により休業4日以上の業務上疾病災害の数を集計、(　)内は死亡数で内数である。

注2　　じん肺症及びじん肺合併症については、当該年中に療養が必要と決定された人数である。

じん肺症及びじん肺合併症

病原体による疾病

がん原生物質等による疾病

過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等

強い心理的負荷を伴う業務による精神障害

表9-1　業務上疾病発生状況　　(平成22年～)

疾病分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年次

[うち死亡者数]

物
理
的
因
子

作
業
態
様

図･表の統計数値－いずれも、神奈川労働局 労働者死傷病報告 から 
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脳・心臓疾患

熱中症

精神障害自殺

酸欠･一酸化炭素中毒

等
化学物質･有害物への

ばく露

図 業務上疾病による死亡災害 平成 年～平成 年 合計 件

計

その他の事業

清掃･と畜業

接客･娯楽業

保健衛生業

商業･金融･広告

貨物取扱業

運輸交通業

建設業

製造業

図 腰痛災害発生状況 平成 年

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

死亡災害数
休業 日以上の災害 死亡災害を除く
警備業 休業 日以上 死亡災害

図 年次別 熱中症による労働災害発生状況

図･表の統計数値－いずれも、神奈川労働局 労働者死傷病報告 から 
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神奈川労働局 労災補償課調べ

労災保険給付等状況 脳･心臓疾患及び精神障害等  

平成 年度の労災保険給付における脳･心臓疾患の請求件数は 件 前年度比＋

、業務上としての労災支給決定件数は 件 前年度比△ 、精神障害等の請求件

数は 件 前年度比△ 、業務上支給決定件数は 件 前年度比＋ でした。 図

･

平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 脳･心臓疾患の労災補償状況

請求件数 決定件数 うち支給決定件数

平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 精神障害等の労災補償状況

請求件数 決定件数 うち支給決定件数
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健康診断結果 
平成 年の定期健康診断の結果、何らかの所見のあった者の割合 有所見率 は

％で、平成 年から ポイント増加しました。全国平均 ％ に比較し

た有所見率は平成 年、 年ぶりに全国平均を下回ったのですが、平成 年はまた

全国平均を上回りました。 表 、図 ･

特殊健康診断では、電離放射線、有機溶剤、特定化学物質で有所見率が前年を上回

りましたが、鉛業務の有所見率前年をやや下回りました。 表 、図

統計数値は全て、神奈川労働局 定期健康診断結果報告･特殊健康診断結果報告 から
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図 定期健康診断結果の有所見率の推移 神奈川

単位％
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％
図 定期健康診断有所見率の推移 神奈川･全国
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種 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診 受　　診

類 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数 労働者数

規 有機溶剤

則 鉛

に 四アルキル鉛

よ 電離放射線

る 特定化学物質

も 高気圧

の 石　綿

小　　　　計

紫外線・赤外線

騒　音

マンガン等

指 有機りん剤

導 亜硫酸ガス

勧 脂肪族の塩化または臭化化合物

奨 砒素(三酸化砒素を除く)

に メチレンジフェニルイソシアネート

よ 振動工具(チェンソー以外)

る 重量物

も 引金付工具

の ＶＤＴ作業

レーザー機器

そ　の　他

小　　　　計

業　務　別 有所見率 有所見率 有所見率 有所見率

合　　　　　計

(単位：人、％)表11-2　年次別特殊健康診断実施状況

年　　　　　次 平成24年 平成25年 平成26年

有所見率

平成28年

実施事業場数

平成27年

平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平

図 特殊健康診断有所見率の推移

電離放射線

有機溶剤

鉛

特定化学物質
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じん肺健康診断の有所見者数は堅実に減少しており、有所見率 ％ も全国平均

％ を下回っています。 表 じん肺健康管理実施状況報告から

 
平成 年 月から改正･労働安全衛生規則に基づいて施行されたストレスチェッ

ク制度に関し、平成 年 月末までに、 人以上事業場の ％からストレスチェ

ックの実施結果報告が提出されています。この内、集団分析を行った事業場は全体の

％で、また検査を実施したのは対象労働者の内 ％、この内、医師による面

接指導を受けたのは 全体の ％という状況になっています。 図 、表

管理２ 管理３ 管理４ 計 神奈川 全国

※ 本統計には随時申請によるものは含まない。

年
じん肺健診

受診労働者数

有所見者数 有所見率(％)

表11-3　　じん肺健康管理実施状況

検査実施

面接指導実

施

検査未実施

図 ストレスチェック検査･面接指導実施状況

神奈川
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図 、表 とも、｢心理的な負担の程度を把握するための検査等報告書｣から  

現在

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産業医 専属医師等 非専属医師等 専任産業医 専属医師等 非専属医師等

 50 ～  99

100 ～ 299

300 ～ 999

1,000 ～       

合        計

検査を受けた労働者数 面接指導を受けた労働者数

専任産業医 専属医師等 非専属医師等 専任産業医 専属医師等 非専属医師等

 50 ～  99

100 ～ 299

300 ～ 999

1,000 ～       

合        計

規　　　模
検査実施
事業場数

在　　籍
労働者数

分析なし
事業場数

合計

検　査
実施率 合計

面接指導
実施率

分析あり
事業場数

検査を実施した者 面接指導を実施した医師

集団ごとの分析の実施の有無

規　　　模
検査実施
事業場数

在　　籍
労働者数

検　査
実施率

面接指導
実施率合計 合計

検査を実施した者 面接指導を実施した医師

表11-4　　平成28年 ｢心理的な負担の程度を把握するための検査｣ 実施状況 (規模別)

神奈川

平成29年4月26日

分析なし
事業場数

全国計

分析あり
事業場数

集団ごとの分析の実施の有無
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『第 次労働災害防止推進計画』の概要

神奈川労働局 平成 年 月作成 

＊平成 年度～ 年度（ か年計画）

＊平成 年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を ％以上減少（平成 年比）

＊平成 年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を ％以上減少（同上）

【平成２９年最終目標：死亡者数を 人以下、死傷者数を 人以下】

Ⅰ 労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化

（第 次防期間中の災害発生状況をもとに重点業種・重点対策を決定）  
Ⅱ 行政、労働災害防止団体、業界団体等との連携・協働の強化

＊関係行政機関、専門家、災害防止団体、業界団体、産業保健機関、との連携・協働 
Ⅲ 社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識改革の促進

＊経営トップに対する働きかけによる安全・健康意識の高揚

＊不安全行動防止と危険感受性向上のためのキャンペーン活動

＊地域・職域・学校との連携による国民全体の安全・健康意識の高揚

Ⅳ 発注者、製造者、施設等の管理者による取組の強化

＊建設工事発注者に対する要請 ＊荷主による取組の促進 ＊機械設備の本質安全化の促進

≪死亡者数≫ ≪死傷者数≫

46 44 42 41 40 39
44

32 36
28

0

10

20

30

40

50

指標数値

結 果

  

6 , 6 8 9

6 , 4 5 0
6 , 2 0 0

6 , 0 0 0
5 , 8 0 0

5 , 6 0 0

6 , 4 8 56 , 6 3 9

6 , 5 11 6 , 5 9 8

5 , 4 0 0
5 , 6 0 0
5 , 8 0 0
6 , 0 0 0
6 , 2 0 0
6 , 4 0 0
6 , 6 0 0
6 , 8 0 0

指標数値

結 果

  
＊死亡者数は、 年から 年まで 年連続して最終目標年の 名を下回っている状況。

＊死傷者数については最終目標を達成するためには前年比 ％以上減少させる必要がある。

（点線のグラフは平成 年計画策定時の最終目標までの指標数値）

４つの重点施策

 

計画期間

 

計画の全体目標

 

平成 ９年の最終目標への進捗状況
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（１）第三次産業対策

① 小売業

＊大規模店舗・多店舗展開企業を重点とした取組（経営トップへの働きかけ、安全衛生担当者の明確化、

パート・アルバイト等に対する安全衛生教育の継続的実施、バックヤードを中心とした作業場の安全化、

労働者の意識改革、高齢者に配慮した設備改善・安全衛生教育の充実等） ＊災害発生を契機とした事業

場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊中央労働災害防止協会、関係災防団体等との連携に

よる啓発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊小零細事業場に対する集団（商店街、組合等）を捉

えた啓発・指導

② 社会福祉施設

＊対象事業場に対する指導・啓発（経営トップに対する働きかけ、安全衛生担当者の明確化、「腰痛予防」

「転倒災害防止」を重点としたパート・アルバイト等に対する安全衛生教育の継続的実施、労働者の意識

改革、高年齢労働者に配慮した設備改善・安全衛生教育の充実等） ＊「職場における腰痛予防対策指針」

の周知 ＊災害発生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊地方公共団体

との連携（説明会、研修会の機会の充実） ＊中央労働災害防止協会、関係災防団体等との連携による啓

発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊「職場における腰痛予防対策指針」の周知

③ 飲食店

＊多店舗展開企業を重点とした取組（経営トップに対する働きかけ、安全衛生担当者の明確化、パート・ア

ルバイト等に対する「転倒災害防止」「切れ・こすれ災害防止」を重点とした安全衛生教育の継続的実施、

バックヤードを中心とした作業場の安全化、労働者の意識改革、受動喫煙防止対策の推進等） ＊災害発

生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊中央労働災害防止協会、関係災

防団体等との連携による啓発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊小零細事業場に対する集団をと

らえた（商店街、組合等）啓発・指導

（２）陸上貨物運送事業対策

＊荷役作業の労働災害防止対策の普及・徹底、「トラックの荷役作業における安全対策ガイドライン」の周

知・普及 ＊墜落・転落災害の防止、腰痛予防対策を重点とした安全衛生教育の実施の指導 ＊経営トッ

プの理解促進、安全衛生管理体制の整備 ＊荷主による取組の促進 ＊関係災防団体等との連携による啓

発・指導

（３）食料品製造業対策

＊経営トップへの働きかけ ＊安全管理体制の確立、安全衛生担当者の明確化と担当者に対する教育の実

施を指導 ＊食品加工用機械の災害防止対策の推進 ＊安全衛生教育の継続的実施 ＊労働者の意識改善

＊災害発生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上

（４）建設業対策

＊墜落・転落災害防止対策の徹底（改正安衛則に基づく足場からの墜落防止措置の実施、改正された「足

場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく措置の実施、ハーネス型安全帯の普及促進等）

＊「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」に基づく斜面崩壊防止措置の実施 ＊解体

工事、修繕工事の把握と監督・指導の強化 ＊自然災害時、災害復旧時の工事における安全対策の徹底 ＊

「重機災害」の防止の徹底 ＊雇入時教育、新規入場時教育等の徹底 ＊建設業労働災害防止協会神奈川

支部・各分会との連携の強化 

１ 重点業種対策

 

労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化（具体的対策） 
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（１）第三次産業対策

① 小売業

＊大規模店舗・多店舗展開企業を重点とした取組（経営トップへの働きかけ、安全衛生担当者の明確化、

パート・アルバイト等に対する安全衛生教育の継続的実施、バックヤードを中心とした作業場の安全化、

労働者の意識改革、高齢者に配慮した設備改善・安全衛生教育の充実等） ＊災害発生を契機とした事業

場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊中央労働災害防止協会、関係災防団体等との連携に

よる啓発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊小零細事業場に対する集団（商店街、組合等）を捉

えた啓発・指導

② 社会福祉施設

＊対象事業場に対する指導・啓発（経営トップに対する働きかけ、安全衛生担当者の明確化、「腰痛予防」

「転倒災害防止」を重点としたパート・アルバイト等に対する安全衛生教育の継続的実施、労働者の意識

改革、高年齢労働者に配慮した設備改善・安全衛生教育の充実等） ＊「職場における腰痛予防対策指針」

の周知 ＊災害発生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊地方公共団体

との連携（説明会、研修会の機会の充実） ＊中央労働災害防止協会、関係災防団体等との連携による啓

発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊「職場における腰痛予防対策指針」の周知

③ 飲食店

＊多店舗展開企業を重点とした取組（経営トップに対する働きかけ、安全衛生担当者の明確化、パート・ア

ルバイト等に対する「転倒災害防止」「切れ・こすれ災害防止」を重点とした安全衛生教育の継続的実施、

バックヤードを中心とした作業場の安全化、労働者の意識改革、受動喫煙防止対策の推進等） ＊災害発

生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上 ＊中央労働災害防止協会、関係災

防団体等との連携による啓発・指導（説明会、研修会の機会の充実） ＊小零細事業場に対する集団をと

らえた（商店街、組合等）啓発・指導

（２）陸上貨物運送事業対策

＊荷役作業の労働災害防止対策の普及・徹底、「トラックの荷役作業における安全対策ガイドライン」の周

知・普及 ＊墜落・転落災害の防止、腰痛予防対策を重点とした安全衛生教育の実施の指導 ＊経営トッ

プの理解促進、安全衛生管理体制の整備 ＊荷主による取組の促進 ＊関係災防団体等との連携による啓

発・指導

（３）食料品製造業対策

＊経営トップへの働きかけ ＊安全管理体制の確立、安全衛生担当者の明確化と担当者に対する教育の実

施を指導 ＊食品加工用機械の災害防止対策の推進 ＊安全衛生教育の継続的実施 ＊労働者の意識改善

＊災害発生を契機とした事業場に対する指導・啓発による安全管理水準の向上

（４）建設業対策

＊墜落・転落災害防止対策の徹底（改正安衛則に基づく足場からの墜落防止措置の実施、改正された「足

場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく措置の実施、ハーネス型安全帯の普及促進等）

＊「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」に基づく斜面崩壊防止措置の実施 ＊解体

工事、修繕工事の把握と監督・指導の強化 ＊自然災害時、災害復旧時の工事における安全対策の徹底 ＊

「重機災害」の防止の徹底 ＊雇入時教育、新規入場時教育等の徹底 ＊建設業労働災害防止協会神奈川

支部・各分会との連携の強化 

１ 重点業種対策

 

労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化（具体的対策） （５）製造業対策

＊リスクアセスメントの実施の促進等、管理体制の整備促進 ＊「はさまれ・巻き込まれ」災害の防止を

重点に、機械設備の本質安全化等、災害防止対策の徹底 ＊労働者の意識改善 ＊中災防、災防関係団体

等との連携による啓発・指導

（１）メンタルヘルス対策

＊全ての対象事業場 労働者 人以上 におけるストレスチェック制度 平 ･ ･ ～ の円滑な実施

＊中小規模事業場の心の健康づくり計画の策定等の推進＊事業場外資源の積極的活用

＊職場復帰支援の取組の推進関係機関･団体等との有機的な連携

（２）過重労働による健康障害防止対策

＊労働時間の適正な把握管理及び健康管理の徹底

＊長時間労働者に対する医師による面接指導等の健康管理の徹底

＊衛生委員会等における調査審議による健康管理の徹底

（３）化学物質対策

＊平成 年 月 日から施行される改正･安衛法に基づく化学物質の管理措置の徹底

・危険有害性の表示、安全データシート（ ）の交付の徹底

・危険有害性情報を活用したリスクアセスメントの実施推進

（４）腰痛予防対策

＊「職場における腰痛予防対策指針」の周知・徹底（社会福祉施設・小売業・陸上貨物運送事業を重点）

＊作業方法の改善＊腰痛予防教育の徹底等

（５）熱中症対策

＊早期警戒及び適切な作業計画による予防対策の徹底

＊ 値（暑さ指数）の活用等による作業環境管理、作業管理の徹底

＊健康管理等の徹底、及び早めの対処等による重症化の防止

（６）粉じん障害防止対策

＊「第 次粉じん障害防止総合対策」に基づく粉じん障害防止対策の徹底

（７）受動喫煙防止対策

＊受動喫煙防止対策の必要性及び支援制度の周知・啓発

（１）リスクアセスメントの普及促進

＊中小規模事業場へのリスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム導入の促進

（２）高年齢労働者対策

＊身体機能の低下に伴う労働災害防止の取組 ＊高年齢労働者に対する安全衛生教育の実施

（３）非正規雇用労働者対策

＊パート・アルバイト等に対する安全衛生教育の継続的実施

＊労働者の意識改革

２ 健康確保・職業性疾病対策 

３ 業種横断的取組
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※平成 年から 年の上段は目標値、下段は実績を示す

業 種 種別
平成

年

平成 年

最終目標

平成

年※

平成

年※

平成

年※

平成

年

平成

年

災

害

減

少

全 業 種

死亡 ％減少

休業 ％減少

小 売 業 休業 ％減少

社会福祉施設 休業 ％減少

飲 食 店 休業 ％減少

陸上貨物運送事業 休業 ％減少

食料品製造業 休業 ％減少

建 設 業

死亡 ％減少

休業 ％減少

製 造 業

死亡 ％減少

休業 ％減少

健

康

確

保

･

職

業

性

疾

病

対

策

メンタルヘルス対策 平成 年度末において心の健康づくり計画を策定している事業場数を 以上とする

過重労働による健康障害

防止対策
長時間労働の排除と長時間労働者に対する医師による面接指導等の実施を推進する

化学物質対策
平成 年度末において危険有害性のある化学物質を取り扱う事業場の化学物質に係るリ

スクアセスメント実施事業場数の割合を ％以上とする

腰痛予防対策
平成 年と比較して平成 年の腰痛による休業 日以上の業務上疾病者数を ％以上

減少させる

熱中症対策
平成 年から平成 年までの 年間と比較して、平成 年から平成 年までの 年間

の職場での熱中症による休業 日以上の死傷者数を ％以上減少させる

注 ）「災害減少」の「種別」欄の「休業」は、「休業 日以上の災害」の略である。

注 ）「災害減少」の「平成 年最終目標」欄の「○○％減少」は、「平成 年の災害発生件数に対して平成 年までに、○○％以上減少させる」

の略である。

 
 

重点対策の目標設定

 

詳 し い内 容（推 進計 画 本文）に つい て は神 奈川 労 働局ホ ー ムペ ー ジ（ kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

の ト ップ ペ ージ 下段 の （ セー フ ワー ク マー ク） を クリッ ク して く ださい。  
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番号

発生月

発生時刻

業種

事業場規模

起因物

事故の型

発 生 概 要

１月

９時頃

鉄鋼業

３００名～

クレーン

墜落、転落

屋外に設置されている天井クレーンの保

守のため、クレーンの運転室に入ろうとし

た際に、被災者が乗っていた点検歩道への

通路が傾き２０ｍ下の地面に墜落した。

１月

１０時頃

食料品製造業

１００名～２９９名

はしご等

墜落、転落

高さ３．４ｍの配管の継ぎ手フランジパ

ッキンの破損状況を確認するため、高さ４．

２ｍの脚立を使用し、頂部から３段目の位

置で開放作業をしていたところ、約２．４

ｍ墜落した。

１月

１７時頃

その他の事業

５０名～９９名

その他の建設

機械等

交通事故

（道路）

建築現場で警備の業務を行っていた被災

者が、コンクリートポンプ車を洗車場所へ

誘導中に、当該ポンプ車に激突された。

２月

１５時頃

その他の建設業

１０名～２９名

送配電線

墜落、転落

高さ５９．９ｍの送電線用鉄塔の骨組み

部材を一部取替える作業において、鉄塔の

横架材（アングル材）上を移動していた被

災者が高さ約２４．３ｍ地点から地上に落

下した。

３月

１３時頃

建築工事業

１名～９名

足場

墜落、転落

４階建て共同住宅の改修工事において、

荷を屋上にあげるため足場に設置したウイ

ンチを移設する作業をしていた際、荷を屋

上に引き入れるために足場の手すりを取り

外してできた足場外側の開口部から、１１．

２ｍ下の地面に墜落した。

２月

３時頃

道路旅客運送業

５０名～９９名

乗用車、バス

バイク

はさまれ、巻き

込まれ

被災者が運転していたタクシーを所定の

場所に駐車させようとしていた際、タクシ

ーのドア内側と事業場の駐車場の柱に挟ま

れた。

４月

９時頃

土木工事業

１０名～２９名

掘削用機械

激突され

ドラグショベルによる掘削作業中、１．

５ｍの深さまで掘削を終え、掘削溝内に土

止め用鋼矢板を設置するために鋼矢板の上

部をドラグショベルのバケットで押し込ん

でいたところ、バケットが鋼矢板から外れ

て、掘削溝内にいた被災者に激突した。

平成２８年に発生した死亡災害の概要
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番号

発生月

発生時刻

業種

事業場規模

起因物

事故の型

発 生 概 要

４月

１０時頃

建築工事業

１名～９名

足場

墜落、転落

木造２階建てのリフォーム工事における

足場の組立作業中、２層目の手すりを取り

付けていたところ、約４ｍの高さから墜落

した。

５月

１９時頃

道路旅客運送業

３００名～

乗用車、バス

バイク

はさまれ、巻き

込まれ

送迎バスの運転者である被災者が、乗客

を降ろしてから次のバスの発車時刻まで待

機している間に、バスと建物の間に挟まれ

たもの。バスはサイドブレーキがかかって

いたが、エンジンがかかり、シフトレバー

がドライブに入っていた。

３月

１０時頃

その他の事業

１０名～２９名

乗用車、バス

バイク

激突され

病院の駐車場における案内の業務中、駐

車場内の車両が急発進して激突された。

５月

１４時頃

港湾運送業

１０名～２９名

ストラドルキャリヤ

ー

はさまれ、巻き

込まれ

船積するコンテナの四隅にロックを取付

ける作業中の労働者２名が先積コンテナの

前で待機していた際、次のコンテナを運搬

するストラドルキャリヤーが接近し、１名

は側方に避難したが、逃げ遅れた被災者は

地上に伏したところ、ストラドルキャリヤ

ーの運転者が被災者に気付かずコンテナを

巻き下げたため、被災者はコンテナと地上

の間にはさまれた。

５月

１４時頃

道路貨物運送業

３０名～４９名

玉掛用具

飛来、落下

被災者が木造建築工事現場に搬入した野

地板（総重量６００Ｋｇ）を現場敷地内に

仮置きするため、別事業場の作業者が移動

式クレーンで荷下ろし作業を行った際、荷

が落下して被災者に激突した。

５月

１１時頃

清掃・と畜業

１０名～２９名

はしご等

墜落、転落

はしごを使用して高さ約６ｍの排煙用ガ

ラス窓を清掃中、バランスを崩して墜落、

３日後に搬送先病院で死亡した。

６月

２０時頃

その他の建設業

１名～９名

クレーン

はさまれ、巻き

込まれ

スタッカークレーンのケーブル取替工事

において、被災者が上から下されるケーブ

ルの長さを確認する作業中に他の作業者が

クレーンを約１ｍ前進させたとき、クレー

ン制御盤と柱とのすき間に挟まれた。
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番号

発生月

発生時刻

業種

事業場規模

起因物

事故の型

発 生 概 要

７月

２１時頃

建築工事業

１０名～２９名

乗用車、バス

バイク

交通事故（道

路）

現場から帰宅のため、社用車に３人が同

乗して会社指定の駐車場に戻る途中、自動

車専用道路を走行中にタイヤがパンクした

ため路肩に駐車し、被災者が右後輪に輪留

め作業中、後方から来た乗用車にひかれた。

９月

９時頃

その他の事業

１０名～２９名

その他の危険物

有害物等

爆発

ボンベ内の液化酸素を別の空ボンベへ移

充填（移し替える）するために、移充填元

のボンベと移充填先のボンベをホースで繋

いで移充填作業を行っていたところ、移充

填元のボンベが爆発した。

１０月

１５時頃

清掃・と畜業

１名～９名

その他の用具

墜落・転落

ロープとブランコを用いて、５階建てビ

ルの窓の清掃作業を行っていたところ、メ

インロープを緊結した配管ラックが滑動し

てメインロープが外れ墜落した。

１０月

１４時頃

その他の建設業

１０名～２９名

屋根、はり、も

や、けた、合掌

墜落・転落

太陽光パネルの設置のため２階建て建物

の屋根に上がって作業中に、約７ｍ下の駐

車場に墜落した。搬送先の病院で２日後に

死亡した。

１１月

１５時頃

土石採取業

１名～９名

石、砂、砂利

崩壊、倒壊

砂の一時堆積場からトラクターショベル

で砂をダンプトラックに積み込み、砂利加

工プラントへ運ぶ作業中に、ダンプ運転手

が堆積場へ戻ったところ、砂に埋まった被

災者を発見した。被災者はなんらかの理由

によりトラクターショベルの運転席から降

りて堆積場に近づいたと推測される。

１０月

１９時頃

その他の建設業

１０名～２９名

フォークリフト

墜落・転落

客先の工場設備の機械更新工事におい

て、当日の作業を終えて退出する際に、客

先工場のシャッターが閉まらなくなったた

め、パレット６枚を積み重ねた（高さ８６

ｃｍ）上に作業者２名を乗せ、フォークリ

フトを使用して高さ約３．５ｍに上昇させ

シャッターの修理を行っていたところ、１

人が床面に墜落した。

１１月

１９時頃

小売業

１０名～２９名

人力クレーン

等

飛来、落下

自動車マフラーの取り替えのため、パン

タグラフジャッキを用いて車体を浮かせて

車体の下に入り、マフラーのフランジ部分

のナットを緩めていた際、車体が揺れたは

ずみでジャッキが外れ車体の下敷きになっ

た。
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番号

発生月

発生時刻

業種

事業場規模

起因物

事故の型

発 生 概 要

１１月

８時頃

土木工事業

１名～９名

移動式

クレーン

激突され

車両積載型トラッククレーンの荷台か

ら、建設機械をつり、クレーンを旋回させ

て降ろしている時、トラッククレーンが横

転し、クレーン操作をしていた被災者が下

敷きになった。

１１月

１１時頃

林業

１０名～２９名

木材、竹材

崩壊、倒壊

森林環境保全業務において、現場代理人

が全幹材を運搬する作業、被災者が全幹材

を仮積みする作業を２名で行っていた。現

場代理人が全幹材の運搬のため離れていた

現場に戻ると、仮積みしていた全幹材（長

さ１６～１８ｍ、約３０本）が崩壊し、被

災者がその下敷きとなっていた。

１２月

５時頃

道路貨物運送業

５０名～９９名

トラック

交通事故

（道路）

中型トラックに乗って商品の積込み先へ

向かう途中、緩やかな左カーブを曲がりき

れずに反対車線にはみ出し、対向車（大型

トラック）と正面衝突した。

５月

８時頃

その他の事業

１０名～２９名

その他

起因物なし

客先店舗での納品作業中に体調不良を訴

え、車の荷台で休んでいたが、意識不明の

状態で発見され、搬送先の病院で死亡した

（死因 虚血性心疾患）。発症前 か月平均

で 時間 月を超える時間外労働実績が認

められた。

４月

１０時頃

電気機械器具

製造業

３０名～４９名

その他

起因物なし

事業場内の作業場で縊死しているところ

を発見された。発症前 か月前から休みな

く就労していて、死亡前 か月の時間外労

働は 時間を超えていた。

１２月

７時頃

卸売業

１０名～２９名

交通事故

（道路）

トラック

配送のため軽貨物車を運転中、道路脇の

立木に激突した。

８月
小売業

１０名～２９名

その他

起因物なし

事業場内で作業場に向かうとき、腹部大

動脈瘤破裂により突然倒れ救急搬送され、

搬送先の医療機関で死亡したもの（死因 腹

部大動脈瘤破裂）。

発症前の か月間に 時間を超える時

間外労働実績が認められた。

神奈川労働局労働基準部

〒２３１－８４３４ 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 ８Ｆ

監 督 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

安 全 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

健 康 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

賃 金 室 （ ） ＦＡＸ （ ）

労災補償課 （ ） ＦＡＸ （ ）

労働基準監督署一覧

管轄区域 郵便番号 住 所 電話番号

横浜南労働基準監督署

横浜市（中区、南

区、磯子区、港南

区、金沢区）

横浜市中区北仲通

横浜第二合同庁舎 階

鶴見労働基準監督署

横浜市（鶴見区）

※扇島の「川崎南

管轄」を除く

横浜市鶴見区鶴見中央

川崎南労働基準監督署

川崎市（川崎区

幸区）横浜市鶴見

区扇島

川崎市川崎区宮前町

川崎北労働基準監督署

川崎市（中原区

高津区 宮前区

多摩区 麻生区）

川崎市高津区溝口

横須賀労働基準監督署

横須賀市 三浦市

逗子市 三浦郡葉

山町

横須賀市新港町

横須賀地方合同庁舎 階

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区 神奈川

区 港北区 緑区 青

葉区 都筑区）

横浜市港北区新横浜

横浜港北地方合同庁舎 階

平塚労働基準監督署

平塚市 伊勢原市

秦野市 中郡大磯

町 中郡二宮町

平塚市浅間町

平塚地方合同庁舎 階

藤沢労働基準監督署
藤沢市 茅ヶ崎市

鎌倉市 寒川町

藤沢市朝日町

藤沢労働総合庁舎 階

小田原労働基準監督署

小田原市 南足柄

市 足柄上郡 足柄

下郡

小田原市浜町

厚木労働基準監督署

厚木市 海老名市

大和市 座間市 綾

瀬市 愛甲郡

厚木市中町 － －

厚木Ｔビル 階

相模原労働基準監督署 相模原市

相模原市中央区富士見

相模原地方合同庁舎 階

横浜西労働基準監督署

横浜市（戸塚区

栄区 泉区 旭区

瀬谷区 保土ヶ谷

区）

横浜市保土ヶ谷区岩井町

保土ヶ谷駅ビル 階
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神奈川労働局労働基準部

〒２３１－８４３４ 横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎 ８Ｆ

監 督 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

安 全 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

健 康 課 （ ） ＦＡＸ （ ）

賃 金 室 （ ） ＦＡＸ （ ）

労災補償課 （ ） ＦＡＸ （ ）

労働基準監督署一覧

管轄区域 郵便番号 住 所 電話番号

横浜南労働基準監督署

横浜市（中区、南

区、磯子区、港南

区、金沢区）

横浜市中区北仲通

横浜第二合同庁舎 階

鶴見労働基準監督署

横浜市（鶴見区）

※扇島の「川崎南

管轄」を除く

横浜市鶴見区鶴見中央

川崎南労働基準監督署

川崎市（川崎区

幸区）横浜市鶴見

区扇島

川崎市川崎区宮前町

川崎北労働基準監督署

川崎市（中原区

高津区 宮前区

多摩区 麻生区）

川崎市高津区溝口

横須賀労働基準監督署

横須賀市 三浦市

逗子市 三浦郡葉

山町

横須賀市新港町

横須賀地方合同庁舎 階

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区 神奈川

区 港北区 緑区 青

葉区 都筑区）

横浜市港北区新横浜

横浜港北地方合同庁舎 階

平塚労働基準監督署

平塚市 伊勢原市

秦野市 中郡大磯

町 中郡二宮町

平塚市浅間町

平塚地方合同庁舎 階

藤沢労働基準監督署
藤沢市 茅ヶ崎市

鎌倉市 寒川町

藤沢市朝日町

藤沢労働総合庁舎 階

小田原労働基準監督署

小田原市 南足柄

市 足柄上郡 足柄

下郡

小田原市浜町

厚木労働基準監督署

厚木市 海老名市

大和市 座間市 綾

瀬市 愛甲郡

厚木市中町 － －

厚木Ｔビル 階

相模原労働基準監督署 相模原市

相模原市中央区富士見

相模原地方合同庁舎 階

横浜西労働基準監督署

横浜市（戸塚区

栄区 泉区 旭区

瀬谷区 保土ヶ谷

区）

横浜市保土ヶ谷区岩井町

保土ヶ谷駅ビル 階

 
当局の事前の書面による承諾なく、販売目的で本出版物のいかなる部分、いかなる様式についても、電子

的、電気的、磁気テープ、機械的、写真複写、またはその他のいかなる手段を問わず、転載、情報検索シス

テムへの保存、伝達を禁止します。 
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神奈川労働局・各労働基準監督署
神奈川労働局労働基準部編

平成 29年

グラフで見る神奈川県下における

労働災害と健康の現状

誰もが安心して健康に働くことが
できる社会を実現するために 

（平成 28 年労働災害のとりまとめ）

災 害 発 生 事 例 
はさまれ災害 転倒災害  切れ・こすれ災害 

   
 

  墜落・転落災害 火傷災害  

 
 

墜落・転落災害           腰痛災害                  激突災害 

   

「STOP！転倒災害プロジェクト神奈川」取組中！ 

「 」で、転倒災害防止を！ 


